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多治見市是正請求手続条例 事務処理フロー図 
 

  

【是正措置 etc.】 

標
準
審
理
期
間
〔
3
月
上
限
〕 

【審理手続】―審理員 

【是正請求手続】§3 

市に対する疑問 

担当課と相談 担当課で改善 お客様が納得 

ここから是正請求手続条例 

審査庁〔総務課 etc.〕に是正請求§8 

【審議手続】―是正請求審査会 

【決定】§25 

【執行停止】§6〔事務処理等の一時停止〕 

住民監査請求§4② 

適用除外§5 

行為庁〔担当課〕 審査庁 

是正請求人の申立て 審理員の意見書 

是正請求人・審理員に通知 

執行停止？ 

職権停止も有 

審理員〔法務所管課長等〕 

不服申立て〔行政不服審査法〕§4① 

指名§11 

行為庁 

是正請求人 

参加人 

口頭意見陳述§16 
〔是正請求人・参加人〕 

参加人〔利害関係者〕§10 

証拠書類等の提出§17 
〔是正請求人・参加人・行為庁〕 

主張書面・資料の提出要求 
〔⇒是正請求人・参加人・審査庁〕 

参考人の陳述・鑑定 
その他 

弁明書§14 

反論書§15 

意見書§15 

審査庁 

審理員意見書（仮判定）§20 

是正請求審査会〔第三者機関〕 是正請求審査会の調査§33 

物件の提出要求 
参考人の陳述・鑑定 

実地検証 
審理関係人への質問 

主張書面・資料の提出§35 
〔是正請求人・参加人・審査庁〕 

口頭意見陳述§34 
〔是正請求人・参加人・審査庁〕 

諮問§24 

審査庁 

答申（判定） 

【諮問しないケース】§24 
 
 そもそも、議会・他の第三者

機関に付議して実施した行
為である 

 議会・他の第三者機関に付議
してから判断する 

 是正請求審査会から諮問を
要しないとされている 

 不適法であり却下する〔請求
期間経過後 etc.〕 

 請求の全てを認める（反対意
見なしに限る） 

認容〔是正請求人が正しい〕§26 

却下〔不適法（請求期間経過後 etc.）〕§27① 

棄却〔市の機関が正しい〕§27② 

棄却〔是正請求人が正しいが、是正することが公益に反する〕§27③ 

関係者⇒是正請求人・参加人・行為庁 

関係者⇒是正請求人・参加人・審査庁 

請求期間⇒知り得た日から 3 月、行為等から 1 年以内 執行停止の取消し 

審理員の調査§18 
〔是正請求人・参加人の申立て、職権〕 

是正請求人・参加人に送付、公表§37 

決定書の送付〔是正請求人・参加人・行為庁〕§28 

 必要な行為をとる〔行為庁〕§26③ 
 
 必要な行為をとる〔市の機関〕§29① 
 公表された行為等の是正を公表§29② 
 通知された行為等の是正を通知§29③ 


